
東大阪市告示第   号  

 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５４条の２第１項の規定により別

紙のとおり特定乳児等通園支援事業者の確認をしたので、同法第５４条の３において準用

する同法第５３条第１号の規定により告示する。 

 

令和８年６月１５日 

東大阪市長 野 田 義 和  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８２



施設等の種類 No. 施設等の名称 設置者名 確認年月日

特定乳児等通園支援事業 1 幼保連携型認定こども園　いなだこども園 社会福祉法人　あしたば会 東大阪市 稲田新町2‐20‐7 令和8年4月30日

特定乳児等通園支援事業 2 幼保連携型認定こども園　ひしの美保育園 社会福祉法人　ひしの美会 東大阪市 菱屋西2-4-3 令和8年4月30日

特定乳児等通園支援事業 3 幼保連携型認定こども園　ひしの美東保育園 社会福祉法人　ひしの美会 東大阪市 南上小阪4-18 令和8年4月30日

特定乳児等通園支援事業 4 認定こども園　徳庵愛和幼稚園 学校法人　徳庵学園 東大阪市 稲田上町1-9-20 令和8年4月30日

子ども・子育て支援法第５３条で定める公示事項

施設等の所在地


